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「あら川の桃」が地理的表示（GI）に登録されました

「あら川の桃」が地理的表示（GI：Geographical Indication）保護制度に和歌山県の

果物では初めて登録されました（県内では農林水産省所管の「紀州金山寺味噌」、「わか

やま布引だいこん」、国税庁所管の「和歌山梅酒」に次ぐ４件目）

登録産品について
（1）登録産品の名称：あら川の桃

（2）登録生産者団体：あら川の桃振興協議会

会長 岩見 豊

（協議会構成員数：544名）

（3）登録産品生産地の範囲：

和歌山県紀の川市桃山町及び紀の川市竹房

（4）登録産品の特性

・西日本最大の生産を誇る和歌山県紀の川市桃山町を主産地とする「ブランド桃」

・長年、生産地で培われた栽培技術により、色味や玉揃い等の外観に優れ食味が良好

・百貨店などでは、お中元などの贈答用としても引き合いが強い

・出荷時期：６月～８月

お問い合わせ先

あら川の桃振興協議会 團栗（だんぐり）、楠井 電話：0736-66-1259

那賀振興局農業水産振興課 南方、初山 電話：0736-61-0025

県庁果樹園芸課果樹班 林、井沼 電話：073-441-2902

地理的表示（GI）保護制度について
（１）地域で長年育まれた伝統と特性を有し、その品質等の特性が

生産地と結びついている農林水産物や食品の名称を、地域の知

的財産として保護するもの

（２）GIマークを表示することでブランド価値が高まり、今後、海

外でのブランド保護に向けても大変有効となる

（３）登録・指定数：農林水産省所管126件 （R5.3.31現在）

国税庁所管24件（R5.6.30現在）


